
用
で
き
る
資
産
（
直
ち
に
処
分
が
難
し
い

も
の
は
除
く
）
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
世
帯
以
外
の
方
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
手
続
き

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
7
月
31
日

（
水
）
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。
該
当
者
に

は
、
案
内
と
申
請
用
紙
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
ご
持
参
の
上
、
更
新
手
続
き
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
申
請
時
に
８
月
以
降
お
使

い
い
た
だ
け
る
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡

し
し
ま
す
。

受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
現
在
受
給
さ
れ
て
な
い
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
か
つ
世
帯
全
員

の
住
民
税
が
非
課
税

・
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
支
給
要
件

児
童

※
65
歳
の
誕
生
日
以
降
に
右
記
要
件
に
該
当

す
る
よ
う
に
な
っ
た
方
は
対
象
外
で
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

医 

療

◆
◆
◆

老
人
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

満
67
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
の
う
ち
、

次
の
①
～
⑤
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

方
を
対
象
と
し
た
医
療
費
の
助
成
制
度
で

す
。
所
得
や
資
産
の
保
有
状
況
を
審
査
の

上
適
用
さ
れ
る
た
め
、
毎
年
更
新
の
申
請

手
続
き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は

7
月
中
に
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。
保
険
証
な
ど
を
お
持
ち
に
な
り
、
手

続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
遅

れ
る
と
、
資
格
の
適
用
も
遅
れ
る
場
合
が

あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

①
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
収
入
の
合
計
が
次
の
基
準

以
下
で
あ
る
こ
と
（
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る
収
入
を
含
む
）。

　

１
人　

１
０
０
万
円

　

２
人　

１
４
０
万
円

　

３
人　

１
８
０
万
円

※
以
後
１
人
増
え
る
ご
と
に
40
万
円
加
算

③
預
貯
金
・
国
債
・
株
式
な
ど
が
３
５
０

万
円
×
世
帯
人
数
以
下
で
あ
る
こ
と
。

④
現
在
お
住
ま
い
の
土
地
・
家
屋
以
外
の
活

（
令
和
６
年
７
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」

と
表
示
さ
れ
ま
す
。

【
例
②
】
今
ま
で
１
割
だ
っ
た
方
が
３

割
負
担
に
変
更
と
な
る
場
合
／
「
３
割

（
令
和
６
年
７
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」

と
表
示
さ
れ
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
保
険
証
の

一
体
化
に
関
す
る
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
な
ど
の
一
部
改
正
法

（
令
和
５
年
法
律
第
48
号
）
の
施
行
に
よ

り
令
和
６
年
（
2
0
2
4
年
）
12
月
２

日
（
月
）
以
降
、
現
行
の
被
保
険
者
証
が

廃
止
と
な
り
ま
す
。

令
和
６
年
（
2
0
2
4
年
）
12
月
１

日
（
日
）
ま
で
に
交
付
さ
れ
た
被
保
険
者

証
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
限
で
あ
る
令
和

７
年
（
2
0
2
5
年
）
７
月
31
日
（
木
）

ま
で
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。

12
月
２
日
（
月
）
以
降
に
被
保
険
者
証

の
再
交
付
を
受
け
る
場
合
や
、
新
た
に
75

歳
に
な
ら
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ

保
険
証
の
利
用
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方
は

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
、
利
用
登

録
が
な
い
方
や
国
が
定
め
る
理
由
に
よ
り

申
請
さ
れ
た
方
は
「
資
格
確
認
書
」
を
交

付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度　
　
　

　
 

被
保
険
者
証
の
色
が　
　
　

　
「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」
に

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

の
有
効
期
限
が
7
月
31
日
（
水
）
で
切
れ

る
た
め
、
更
新
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

は
「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」
で
す
。
7
月
初

旬
ご
ろ
か
ら
順
次
郵
便
（
簡
易
書
留
）
で

送
付
予
定
で
す
。

●
今
回
お
届
け
す
る「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」

の
保
険
証
の
使
用
は
、
お
手
元
に
届
い

た
日
か
ら

新
し
い
保
険
証
が
届
く
ま
で
は
、
現
在
お

持
ち
の
保
険
証（
水
色
）を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

●
現
在
お
持
ち
の
「
水
色
」
の
保
険
証

「
水
色
」
の
保
険
証
は
8
月
1
日
（
木
）

以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。新
し
い
保
険
証（
薄

い
オ
レ
ン
ジ
色
）
が
お
手
元
に
届
き
次
第
、

水
色
の
保
険
証
は
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
処
分
の
際
は
、
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水

行
政
局
住
民
福
祉
室
に
お
越
し
の
際
に

ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
住
所
や
氏
名
が

他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
ご
自
分
で
細

か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

・
令
和
6
年
度
（
２
０
２
4
年
度
）
住
民

税
の
課
税
所
得
等
に
よ
り
、
一
部
負
担

金
の
割
合
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
例
①
】
今
ま
で
１
割
だ
っ
た
方
が
２

割
負
担
に
変
更
と
な
る
場
合
／
「
２
割

お知らせお知らせ
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